
議案第 65号 関係資料

平成 23年 1 2月 6国

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

1 改 正趣旨

掻督「含魯暑ぞ暑暑螢唇昂
に緊言畢輩懲縁姿春壕格そチ輩

属諮桝晃脅覇鋸査譜

2 改 正概要

対象 となる非常勤職員の範囲 育児休業の期間

休窒縁獄猪留雪ど「
れにも該当する非常勤職員は育児

①任命権者を同じくする職に引き続き在職 した期
間が1年以上ある。②
言塁亀震ダ暫託早と;朝華茸雀幹醍」

日
11畠雪;逢百号!邑守

年を経過する日までの間に任期が満了し、更新
されない場合は除く)。

③規則で定める勤務 日数以上 (週3日勤務以上又は
年間勤務 日121日以上を予定)で ある。

【第2条第3号ア】

子の出生の 日か ら1歳到達 日
まで。

【第2条の2第1号】

配偶者が子の1歳到達 日以前
に育児休業をしている場合、子
の出生の日から1歳2ヶ月に達す
る日まで (最長1年間)。

【第2条の2第2号】
任期の末 日まで育児休業を取得 し、任期の更新に伴

休聖岳蟹患暮曾沓賛
をしようとする非常勤職員は育児

【第2条第3号ウ】

次の①②のいずれにも該当し、子が1歳到達 日の翌
日か ら育児休業を取得 しよ うとす る非常勤職員は育児
休業を取得できる。

①職員本人又は配偶者が子の1歳到達 日に育児休業
をしている。

② l歳到達 日後に育児休業を取得することが特に必
要 と認 め られ る場合 として規則で定める場合
(保育所に入所できない場合や養育す る予定の

配偶者の死亡や負傷、産休な どを予定)。

【第2条第3号イ】

子が1歳～1歳6ヶ月に達する
日まで。

【第2条の2第3号】

3規 程整備の内容

別紙新旧対照表のとお り





職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 新 旧対照表

邸員の育児休業等に関する条例 (改正部分抜粋)

(育児休業をすることカ (育児休業をすることができな↓ヽ職員)
第 2条  育 児休業法第 2条 第 1項 の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。
(1)～(21(略 )

第 2条  育 児休業法第 2条 第 1項 の条例で定め
る職員は、次に掲げる職員とする。
(1)～十分 (略 )

回 次 のいずれかに該当する非常勤職員以外
の非常勤職員

z 次 のいずれにも該当する非常勤職員
(ア)任 命権者を同じくする職 (以下 「特

定職」という。)に 引き続き在職 した期
間が 1年以上である非常勤職員

(イ)そ の養育する子が 1歳 に達する日
(以下 「1歳到達日」という。)を 超え

て特定職に引き続き在職することが見
込まれる非常勤職員 (当該子の 1歳 到
達 日から1年 を経過する日までの間
に、その任期が満了し、かつ、当該任
期が更新されないこと及び特定職に引
き続き採用されないことが明らかであ
る非常勤職員を除く。)

(ウ)勤 務 日の日数を考慮 して葛飾区規
則 (以下 1規則」という。)で 定める
非常勤職員

二 次 条第 3号 に掲げる場合に該当する非
常勤職員 (その養育する子の 1歳 到達 日
(当該子について当該非常勤職員がする

育兄休業の期間の末 日とされた日が当該
子の 1歳 到達 日後である場合にあっては、
当該末日とされた日) において育児休業を
している非常勤職員に限る。)

立 そ の任期の末 日を育児休業の期間の末
日とする育児休業をしている非常勤職員
であつて、当該育児休業に係る子につい
て、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されるこ
とに伴い、当該任期の末 日の翌日又は当該
引き続き採用される日を育児休業の期間
の初 日とする育児休業をしようとするも
の

(育児休業法第 2条 第 1項 の条例で定める日)
第 2条 の 2 育 児休業法第 2条 第 1項 の条例で

める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応



じ、当該各号に定める日とする。

lll 次号及び第 3号 に掲げる場合以外の場合

非常勤職員の養育する子の 1歳 到達 日

121 非常勤職員の配偶者 (届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。)カミ当該非常勤職員の養育する子の

1歳 到達 日以前のいずれかの日において当

該子を養育するために育児休業法その他の

法律の規定による育児休業 (以下この条にお

いて 「地方等育児休業」という。)を してい

る場合において当該非常勤職員が当該子に

ついて育児休業をしようとする場合 (当該育

児休業の期間の初 日とされた日が当該子の

1歳 到達 日の翌 日後である場合又は当該地

方等育児休業の期間の初 日前である場合を

除く。)当 該子が 1歳 2箇 月に達する日(当

該 日が当該育児休業の期間の初 日とされた

日から起算して育児休業等可能日数 (当該子

の出生の日から当該子の 1歳 到達 日までの

日数をいう。)か ら育児休業等取得日数 (当

該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働

基準法 (日召和 22年 法律第 49号 )第 65条

第 1項 又は第 2項 の規定により勤務 しなか

つた 日数 と当該子について育児休業をした

日数を合算した日数をいう。)を 差し引いた

日数を経過する日より後の日であるときは、

当該経過する日)
131 1歳 から1歳 6箇 月に達するまでの子を

養育するため、非常勤職員が当該子の 1歳 到

達 日 (当該子を養育する非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若 しくはこれに相当する場合に該当してす

る地方等育児休業の期間の末 日とされた日

が当該子の 1歳 到達 日後である場合にあつ

ては、当該末日とされた日 (当該育児休業の

期間の末 日とされた日と当該地方等育児休

業の期間の末 日とされた日が異なるときは、

そのいずれかの日))の 翌日 (当該子の 1歳

到達 日後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当してその任期の末 日を育児休業の

期間の末 日とする育児休業をしている非常

勤職員であつて、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されるものにあつては、当該任期の末日の翌

日又は当該引き続き採用される日)を 育児休



(育児休業法第 2条 第 1項 ただし書の人事院
規則で定める期間を基準として条例で定める
期間)

第 2条 の 2 育 児休業法第 2条 第 1項 ただし書
の人事院規則で定める期間を基準として条例
で定める期間は、57日 間とする。

(育児休業法第 2条 第 1項 ただし書の条例で
定める特別の事情)

第 3条  育 児休業法第 2条 第 1項 ただし書の条
例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす
る。

(1)～1引 (略 )

業の期間の初 日とする育児休業をしようと
する場合であって、次に掲げる場合のいずれ
にも該当するとき 当 該子が 1歳 6箇 月に
道する日

二 当 該子について、当該非常勤職員が当該
子の 1歳 到達日 (当該非常勤職員がする育
児休業の期間の末 日とされた日が当該子
の 1歳到達日後である場合にあっては、当
該末日とされた日)に おいて育児休業をし
ている場合又は当該非常勤職員の配偶者
が当該子の 1歳 到達日 (当該配偶者がする
地方等育児休業の期間の末 日とされた日
が当該子の 1歳 到達 日後である場合にあ
つては、当該末日とされた日)に おいて地
方等育児休業をしている場合

工 当 該子の 1歳 到達 日後の期間について
育児休業をすることが孫隊続的な勤務のた
めに特に必要と認められる場合 として規
則で定める場合に該当する場合

(育児休業法第 2条 第 1項 ただし書の人事院
規則で定める期間を基準として条例で定める
期間)

第 2条 の 3 育 児休業法第 2条 第 1項 ただし書
の人事院規則で定める期間を基準として条例
で定める期間は、57日 間とする。

(育児休業法第 2条 第 1項 ただし書の条例で
定める特別の事情)

第 3条  育 児休業法第 2条 第 1項 ただし書の条
例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす
る。

(1)～(引 (略 )

0 第 2条の2第3号に掲げる場合に該当する
こと。

廻 そ の任期の末日を育児休業の期間の末日
とする育児休業をしている非常勤職員が、当

ようとすること。



(部分休業をすることができない職員)

第 14条  育 児休業法第 19条 第 1項 の条例で

定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法

第 17条 の規定による短時間勤務をしている

職員とする。

(委任)

第 18条  こ の条例に定めるもののほか、育児休

業等に関し必要な事項は、特別区人事委員会の

承認を得て、葛飾区規則で定める。

(部分休業をすることができない職員)

第 14条  育 児休業法第 19条 第 1項 の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

lll 育児休業法第 17条 の規定による短時間

勤務をしている職員

口 非 常勤職員 (地方公務員法 (昭和 25年 法

律第 261号 )第 28条 の5第 1項又は第 2

8条 の6第 2項 に規定する短時間勤務の職を

占める職員を除く。)

(委任)

第 18条  こ の条例に定めるもののほか、育児休

業等に関し必要な事項は、特別区人事委員会の

承認を得て、規則で定める。

付 貝J

この条例は、平成 24年 4月 1日 か ら施行す

る。


